
インドへの
投資ガイドブック

～「はしがき」より～
インドが脚光を浴びています。新聞やテレビなどのマスコミによるインド関係の記事や報道が増えてきています。
中国に次ぐ人口を有する大国インドへの事業進出に関心を寄せられる企業も増えてきました。インド関係セミナー
も盛況で、多くの人が参加されています。インド関連の本や投資ガイドブックも、既に多く発売されています。
日ごろ貿易・投資相談を受けている私たちは、このたび特に中小企業主を対象にできるだけ分かりやすい投資ガ
イドブックを発行しようと、それぞれの専門分野を分担して解説書を出すことにしました。将来性の大きい巨大
市場インドに業務を拡大し業績を伸ばして欲しいとの一念からです。

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640

東京都港区南青山2‒11‒17　〒107‒8560
http://www.dai ichihoki .co. jp

インド進出を計画する中小企業経営者におすすめの１冊！

安間　順
商事会社にて30年以上にわたりインド等
の海外取引に従事。現在は中小企業の海外
取引支援を行っている。

岡田有叶
入国在留審査関係申請取次行政書士
ジェトロ認定貿易アドバイザー

小堀景一郎
社会保険労務士
ジェトロ認定貿易アドバイザー

山西健市
中小企業診断士
ジェトロ認定貿易アドバイザー
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インドにおける会社設立から、労働法・社会保障法、税制まで、

海外取引に精通した執筆陣が実務に即しわかりやすく解説！

インド進出で生じる労務問題・税制上の疑問を解決に導く！

インドへの
投資ガイドブック

＜執筆陣＞

単行本・A5判・224ページ

定価 本体2,000円＋税

中小企業経営者のために中小企業経営者のために



部□公用
□私用

取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままＦＡＸで下記宛お送り
ください。

■宛先
〒107-8560
東京都港区南青山2-11-17
第一法規株式会社
FAX　　0120-302-640
（FAXはお近くの支社へ届きます）

書店印

インドへの投資ガイドブック 申込
部数定価 本体2,000円＋税 ［コード024059］
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上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

ご住所

様　㊞ 　　　 　　　  　　　

〒　　　-　　　　

フ リ ガ ナ

ご氏名

名署部名関機

ＴＥＬ

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
　サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりし
ました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。 　フリーダイヤル TEL　 0120-203-696　FAX　 0120-202-974 インド投資 （024059）2008.5 SE
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分野
外資の
出資比
率上限

要件

原子力鉱物 74% ・FIPB の事前認可が必要

銀行 74%
・自動認可
・RBI が公布する外国銀行の支店／子
会社設立のガイドラインに従うこと

FMラジオ局 20% ・FIPB の事前認可が必要

ケーブルネットワーク 49% ・FIPB の事前認可が必要

葉巻・タバコ製造 100% ・FIPB の事前認可が必要

不動産ディベロッ
パー

100%

・自動認可
・100% 子会社の場合、最低資本金は
1, 000 万米ドル、合弁会社の場合は
500 万米ドル
・資本金は営業開始後 6か月以内に入
金すること
・投資後 3年間は、投資金を引き上げ
ることはできない
・その他、最低開発面積などの事業内
容に関する規制あり（プレスノート
2005 年 No2. 参照）

宅配 100%
・FIPB の事前認可が必要
・信書の配達は州政府の独占事業

防衛機器の製造 26%
・「工業ライセンス（1. 5 を参照）」、
FIPB の事前認可が必要

保険 26% ・自動認可

インフラ／サービス
分野（通信分野を除
く）への投資会社

49% ・FIPB の事前認可が必要

1.3　FDI の要件第 1章　外資投資規制

　　　　FDI 禁止分野

　以下の 4分野は、FDI が禁止されています。

　①小売業（単一ブランド製品の小売を除く）

　②原子力エネルギー

　③宝くじ

　④賭博

　　　　FDI の要件

1.3.1　 要件を満たせば FDI が認められる分野

　FDI の出資比率に上限がある分野、FDI であるがゆえに政府

の事前認可が必要な分野、その他何らかの要件がある分野のうち

主なものは以下のとおりです。

分野
外資の
出資比
率上限

要件

空港 100%
・74%までは自動認可
・74%超は、FIPB の事前認可が必要

国内航空輸送 49% ・自動認可

資産再生会社 49% ・FIPB の自動認可が必要

1.3

1.2

ホームページからのお申し込みは
＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ http://www.daiichihoki.co.jp

■インド進出を検討中の中小企業経営者

■これからインドに駐在する方

このような方に

　 最適な解説書です

内 容 見 本

本書の内容

目次抜粋
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